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して都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設について、  

1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において  
、嘩  

イ㈲剛宣していること。  

戸 別lこ厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福  
祉施設であるこL  

仝 栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位  

数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所  
者ごとの摂食■蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画  
を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

二 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設であること。  

上 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護  
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管に  

より食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して  
いる場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理  

栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄  
養管理を行った場合には、当該計画が作成された日から起算し  

て180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  

杢 栄養マネジメント加算  ユ旦重畳   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位  

数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同  
して、入所者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄  
養ケア計画を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録←ていること。  

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設であること。  

仝 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄  
養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、  
現に経菅により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画  
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を  

受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進め  
るための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された日  

から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を  
加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  
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に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  

管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  
できるものとする。  

至 経口維持加算  

（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護  
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能障  

害を有し、誤喋が認められる入所者ごとに入所者の摂食・喋下  
機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当  

該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、  

継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行  
った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された  

日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所  
定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加  
算を算定している場合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ  

）を算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であって  

、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤蟻が認められるものを対象としていること。  

口 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  

、摂食機能障害を有し誤礁が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、摂食機能障害を有し、誤礁が認められる入所者であって、医  

師の指示に基づき、継続して誤囁防止のための食事の摂取を進  
めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  

き当該加算を算定できるものとする。  

に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  

管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  
できるものとする。  

上 線口維持加算  
（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄  
養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、  
摂食機能障害を有し、誤喋が認められる入所者ごとに入所者の  

摂食・礁下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合で  

あって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は  

栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別  
な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が  

作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき  
それぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、  
経口移行加算を算定している場合は、算定しない。また、経口  
維持加算（Ⅰ）を算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算  

定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であって  

、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤噴が認められるものを対象としていること。  

口 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  
、摂食機能障害を有し誤礁が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  
、摂食機能障害を有し、誤瞭が認められる入所者であって、医  
師の指示に基づき、継続して誤礁防止のための食事の摂取を進  
めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  

き当該加算を算定できるものとする。  

チ働 30単位   

注湖大臣が定める基準に適合する指窄介護老人碍祉施  

設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた阻科衛生士が  
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l  、閻  
以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯   

科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ阜   
、入所者の口腔ケア・マ坤  

場合には、1月につき所定単位数を加算する。  
り 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める   
療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。た  
だし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定  

している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定介護老人福祉施設において行われていること。  

ヌ 看取り介護加算   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

リ 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める  

療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。た  
だし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定  

している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定介護老人福祉施設において行われていること。  

ヌ 看取り介護加算   

注 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する入所者については、  

当該基準に掲げる区分に従い、死亡日以前30日を上限として1日  

につき次に掲げる単位数を死亡月に所定単位数を加算する。ただ  
し、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また   

、iニの場合において、重度化対応加算を算定していない場合は、  

算定しない。  

都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚  
生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を  
行った場合にあっては、死亡日以前4日以上30日以下については  

1日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日については1日に   

つき680単位を、仰0単位を死亡月   
に卿算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、  
算定しない。  

ル 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施  
設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあ  
っては、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。  

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅  

イ 看取り介護加算（Ⅰ）  

ロ 看取り介護加算（Ⅱ）  

ル 在宅復帰支援機能加算  

160単位  

∽単位  

10単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施   
設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあ   
っては、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。   

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅   

サービスの利用に関する調整を行っていること。  サービスの利用に関する調整を行っていること。  

ヲ 在宅・入所相互利用加算  ヲ 在宅・入所相互利用加算  30単位  30単位   
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注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定   
める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う嘩合にあっ  
ては、1日につき所定単位数を加算する。  

ワ認知症専門ケア加算  

津頑として都道   

府県知事に届け出た指定介卿lこ鱒生労働木臣   
姐星幽旦巴坦な認知症ケア 行った現金には、当該基   
準イ轍1日につ草次に掲げる所定単位数を鱒算   
す抽   

おいては、㈱   （1L抑 3単位   

瀬 4単位  

カ サ「ビス嘩供体制強化抽草  

津頑、るものとして都道   

い、1引こつき次に げる所定単位数を加 する。ただし、次に  
げるいず丸かの加算を算定している場合においては、次に掲げ   

るその他の加算は算定しない。榊舌継続支環加算を星  

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定   
める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合にあっ   

ては、1日につき所定単位数を加算する。  

窄している場合は、靭  

：サービス提供体制 化加（Ⅰ）  
2・サービス提供体制強化加井（Ⅱ） （3トサ瑚  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス費（1日につき）   

（り 介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

ト）介護保健施設サービス費（i）  

j 
男 望㌫．千野  c㈲  
卓㈲  e㈲ 

口 介護保健施設サービス費（ii）  

翠 ヨ抗日キ引  

b 要介護2  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス貴く1日につき）   

（1）介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

H 介護保健施設サービス費（i）  
む 

や㈲  

ヱ 

言 臼㌫日工巴  

○ 

出 介護保健施設サービス費（iり  

a 要介護1  

b 要介護2  

軍4単位  

783単位  

鱒6単位  

型p畢箪  

担蔓草笹   

旦週単位  

862単位   

702単位  

笹1草堂  

804単位  

粥8単位  

9り草堂   

781単位  

830単位  

ー13 －  



畑LⅦ二n＿＿′   」，脚ヨb＿＿．ノ7 頗⊇堅亘ぎ重さ．ナ∴．二」て－響声  

：・  

謂 巴 日工崇  

区 営抗H子引  

E 巳㌫壬そ晃  

（2）介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

ぎ 臼抗日そi  

官 営㌫日工担  

c 要介護3  
見 当 配配  

冗 巳抗日二莞  

に）介護保健施設サービス費（ii）  

町 営抗醍i  

男 当抗日÷匝  C㈲  
矧 巳抗日別  

E 巨抗・キ莞  

（3）介護保健施設サービス費（Ⅲ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

争㈲  

b畢介護寧 
光 ヨ抗冒子醗  

d 要介護4  
瀾  

q 介護保健施設サービス費（ii）  

旦㈲  

や㈲  

瀾  d㈲  
や㈲  

ロ ユニット型介捷保健施設サービス費（1日につき）  
（1）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）   

卜）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  
サ 要介洋上  

c 要介護3  

883単位  

9叩早世  

990単位   

c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5  

（2）介護保健施設サービス糞（Ⅱ）   

（づ 介護保健施設サービス費（i）  

a 要介吐1  
b 要介護2  
c 妻介捷3  
d 要介護4  

冗 巳抗ヨ見  

出 介護保健施設サービス費（ii）  

冒 ヨ抗日i  

b 重介護2  
c 要介護3  
d 重介護4  
0 重介護5  

（3）介護保健施設サービス責（Ⅲ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  

b 重介護2  

c 要介護3  
d 要介護4  
0 要介護5  

仁）介護保健施設サービス費（ii）  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介娃3  
d 要介護4  
0 要介護5  

ロ ユニット型介杜保健施設サービス糞（1日につき）  
（1）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）   

H ユニット型介捷保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介護3  

g115単位   

弼9単位  

1，022単位  

703単位   

祁6単位  

860単位   

914単位   

967単位  

一782単位   

865単位   

粥9単位   

卵3単位  

1，046単位   

1鱒単位  

818単位   

933単位  

＝）09単位  

＝）85単位  

814単位   

鱒7単位  

1，01Z単堕  

副 詞聖翌日国  

1．164単位  

‘735単位  

8拉単位   

906単位   

982単位  

1，鱒8単位  

叫単位  

891単位   

985単位  

ト061単位  

1．137単位  

703単位   

一780単位  

833単位   

887単位   

940単位  

782単位   

859単位   

即2単位   

粥6単位  

1，019単位  

印早笹  

室些畢些  

918単位   

784単位  

幻3単位  

886単位  
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A＿＿姐 
月 

（ニ）ユニット型介護保健施設サービス費（ii）   

且 

旦 
♀ 

旦＿要介護4  

e 要介護5  
2）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

（－）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  

d㈲   
j 

日 ユニット型介護保健施設サービス費（ij）   

旦 

b 要介護2   

銅2単位  

＝卿   

816単位   

865単位  

940単位  

993単位   

784単位  

833単位  

8鱒単位  

9叩単位  

993単位  

c郷 18単位  d㈲ 972単位  

8 要介護5  1，025単位  

（2）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

（－）ユニット型介護保健施設サービス糞（i）  a㈲  
b 要介護2  

錮6単位  

979単位  

785単位  

b 要介吉葉2  868単位  

＝坤4単位  

1，170単位  

1，246単位   

896単位   

卯9単位  

1，094単位  

1，170単位  

1，246単位  

？㈲   
瀾   

且 

仁）ユニット型介護保健施設サービス責（ii）   

a 要介貢隻1   

c㈲  d㈲  
8 要介護5   

日 ユニット型介護保健施設サービス費（ii）  a雫町  b㈲  
C 要介護3 d㈲  
e 要介護5  

畑 ユニット型介護保健施設サービス貴（Ⅲ）   

卜）ユニット型介護保健施設サービス糞（i）  a郷  
b 要介護2  
c 要介護3  
d 要介護4  

0・要介護5   

亡）ユニット型介護保健施設サービス糞（ii）  a郷  b㈲  
c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5  

銅2単位   

錮6単位  

＝）些単位  

785単位  

b 要介護2  868単位   c㈲   
旦要介護4 
阜畢介護5 

刷 ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）  

ト）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  a㈲  b㈲  
統 監抗日二郎  d㈲   
9要介護5 

仁）ユニット型介護保健施設サービス費（ij）  a卿   
旦㈲   

瑚   d㈲  
○ 要介護5   

町単位   

錮6単位  

1，049単位   

鱒6単位   

gけ3単位  

1，067単位  

1．143単位  

1，219単位   

896単位   

卯3単位  

1．067単位  

＝43単位  

1，219単位  

瑚単位  

862単位   

915単位   

弼9単位  

1，022単位  

鱒草鱒   

粥2単位  

サ埼単位   

粥9単位  

1．022単位  

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  
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労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た   

すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において  
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる   

区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

所者の軍介護状鱒区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する  

。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ   

ない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する  

。なお、入所者の数又は医師、看護職負、介護職員、理学療法士  

、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に   

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣   
が定めるところにより算定する。  

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束   
廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算   
する。  

4 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する   
基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施   
設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定   

単位数に加算する。   

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た   

すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において  
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる   

区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する  

。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ   

ない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する  

。なお、入所者の数又は医師、看護職鼻、介護職員、理学療法士  

、作業療法士若しくは介護支援専門員の負数が別に厚生労働大臣   
が定める基準に該当する場合は、別に厚隼労働大臣が定めるとこ   
ろにより算定する。  

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   
場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束   
廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算   
する。  

4 次lこ掲げるし＼ずれの基準lこも適合する介護老人保健施設につい   

て、岬ント加算として、1日に？き25   

単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作   
鱒しているこL   

ロ牒のり′ヽどリテーション実施計画に従い医師又は医   
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は批がリ  

ハビリテーションを行っているとともに、入所者の状態を定期  
的に記録していること。  

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗鱒況を定期   
的に評価し、哩と。  

ニリ／＼ヒリテーションを行う医師、理学鱒法士、作業療法士又   

は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し  

－16 一  



リ／＼どリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護   

のエ夫等の情報を伝達していること。  

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  

リハビリテーション実施加算として、1日につき60単位を所定単   

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  

リハビリテーション実施加算として、1埋草位を所定単   

位数に加算する。   

6 星型塵であると医師が判断した看であって、リハビリテーショ   
ンによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対し   
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介講老人保健   
施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又   

は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合   

に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の   

日から起算して3月以内の期間に限り、1週に8日を限度として  

1日につき240単位を所定単位数に加算する。  

位故に加算する。ただ 
ンマネジメント加算を算定していない場合は御  

6 軽度の認知症であると医師が判断した看であって、リハビリテ   
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの   

に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老   

人保健施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療   

法士又は音詩聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行っ   

た場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、   

入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1i凱こ3回を限度   

として1回につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、この  
場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定して   

いない場合は、算定しない。  
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   

支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   
支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府御  

所者に対して御  

知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加   

算する。  

旦 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1臥につき朋2早世を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。   

邑 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1Elにつきヰ叫単僅を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

9入所者であ？て、温研が見込まれる者をその居畢において試行   
的に退所させ、憫老人保健施設が居宅サーービスを提供する場合  
に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1訃ドつき鱒0単位   
を算定する。ただし、試行的退所に係る初日及び最終日は、算定  
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ず  

で号ない。榊単位を算定す   

る場合は、算定しなし＼。  

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している看であっ   

て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（   
別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介桂保健施   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ   

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ii）、介護保健施設サービス   

費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ii）又は介護保健施設サービス   

糞（Ⅲ）の介護保健施設サービス費（ii）を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費   

を支給する場合は、介護保健施設サービス費（Ⅰ〉の介護保健施設   

サービス費（ii）、介護保健施設サービス費（Ⅱ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）又は介護保健施設サービス責（Ⅲ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が  

判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ  
るもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所  
する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  
が必要であると医師が判断した者  

12 イ（2）及び（3）並びに口（2）及び（3）について、別に厚生労働大臣が定   

める基準に適合する入所者については、タトーミナルケア加算とし   

て、瑚亡引こ240単位を所   
定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日まで   

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している看であっ   

て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（   
別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介護保健施   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ   

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ii）、介護保健施設サービス   

費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ii）又は介護保健施設サービス   

費（Ⅲ）の介護保健施設サービス費（ii）を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費   
を支給する場合は、介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設   

サービス費（ii）、介護廃健施設サービス費（Ⅱ）の介護保健施設サ   
ービス費（ii）又は介護保健施設サービス費（Ⅲ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が  

判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ  

るもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所  
する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  
が必要であると医師が判断した者  

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、   

ターミナルケア加算として、死亡日以前15日以上30日以下につい   
ては1日につき200単位を、仰ま1日に   

つき315単位を、死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所し   

た日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。  

13 イ（2）及び（3）並びにロ（2）及び（3）について、入所者に対して、指導   

管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が   
定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大   

臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に加算する  
0  

14 イ（2）及び（3）並びにロ（2〕及び（3‖こついて、別に厚生労働大臣が定   

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た   
介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1   

の間は、算定しない。  

13 イ（2）及び（3）並びにロ（2）及び（川こついて、入所者に対して、指導   

管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が   

定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大   

臣が定める単位数に10円を乗じて得た嶺を所定単位数に加算する  

0  

14 イ（2）及び（3）並びに口（2）及び（3）について、別に厚生労働大臣が定   

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た   

介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1  

－18 －  



日につき27単位を所定単位数に加算する。  

ハ 初期加算  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算   

日につき27単位を所定単位数に加算する。  

ハ 初期加算  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算  

として、1日につき所定単位数を加算する。   

退所時指導等加算  

（り 退所時等指導加算  

（－）退所前後訪問指導加算  

（ニ）退所時指導加算  

（三）退所時情報提供加算  

（四）退所前連携加算  

（2）老人訪問看護指示加算  

として、1日につき所定単位数を加算する。   

退所時指導等加算  

（1）退所時等指導加算  

（一）退所前後訪問指導加算  

（二）退所時指導加算  

（三）退所時情報提供加算  

（四）退所前連携加算  

（2）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1（1）の（－）については、入所期間が1月を超えると見込まれる  
入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪  
問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指  
導を行った場合に、入所中1回（入所後早期に退所前訪問指導  

の必要があると認められる入所者にあっては、2回）を限度と  
して算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪  

問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行つ  
た場合に、退所後1回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様  
に算定する。   

2（りの（ニ）については、榊分のいずれかに該当する   

場合に、瑚 

イ 碑い  

て療養を継続する場合！抑退所時に、当  
該入吸着及びその家族筆に対して、瑚指導を  行った場合l潮する  
こL  

口 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居  
宅において試行的に退所させる場合において、当該入所草の  

試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退  

所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に吉武行的な  
退所を行った月から3月の間に限り、入所者‡1人につき、t   

注1（1）の（－）については、入所期間が1月を超えると見込まれる  
入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪  

問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指  
導を行った場合に、入所中1回（入所後早期に退所前訪問指導  
の必要があると認められる入所者にあっては、2回）を限度と  
して算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪  
問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行っ  
た場合に、退所後1回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様  
に算定する。   

2（1）の（二）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

しゝその居宅に咽て、当該入所   

者の退所嘩㈱て、埠所獲の   

療養上の指導を行った場合に、入所者1人」こつき1回を限度と  
して算定する。  
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ー．－ 二嶋－’■   

月に1回を限度として算定する。  
3 （1）の（三）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所   

者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、   

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を   

行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入   
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉   

施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
0  

4（1）の（四）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを   
利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所   
者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入   

所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて   
当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要   

な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携し   

て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す   

る調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算   

定する。  

5 （2）については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師   

が、診療に基づき、指定訪問看護（指定居宅サービス等の事業   

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号  
）第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）が必要   
であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーショ   

ン（同令第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーシ   
ョンをいう。以下同じ。）に対して、当該入所者の同意を得て  

、訪問看捧持示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を   
限度として算定する。  

3 （1）の（三）については、入所期間が1月を超える入所者が退所  

し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所  

者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、  

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を  
行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該  
入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
0  

4 （1）の（四）については、入所期間が1月を超える入所者が退所  

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを  
利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所  
者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入  

所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて  
当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要  

な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携し  

て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す  
る調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算  
定する。  

5 （2）については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師  

が、診療に基づき、指定訪問看護（指定居宅サービス等の事業  

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号  
）第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）が必要  
であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーショ  

ン（同令第60条貫1項第1号に規定する指定訪問看護ステーシ  
ョンをいう。以下同じ。）に対して、当該入所者の同意を得て  

、訪問着譲指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を  
限度として算定する。  

ホ 栄養管理体制加算  （1）即 12単位  （2）即 1q単位   

注1 川については、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するむのと  

十て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について、1日  
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につき所定単位数を加算する。   

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。   
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保嘩施  

設であるこL  
2 （2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものと  

して都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について、1日  
につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管  
理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。  
イ閻宣していること。  

ロ 静‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する介護老人保健施  

翠であること。  

へ 栄養マネジメント加算  12単位   杢 栄養マネジメント加算  1生里旦   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介護老人保健施設について、1日につき所定単位数を   

加算する。  
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同  
して、入所者ごとの摂食・峨下機能及び食形態にも配慮した栄  
養ケア計画を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

二 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
であること。  

仝 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  
経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作  
成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受け  

た管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるた  
めの栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された日から  
起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介言隻老人保健施設について、1日につき所定単位数を  
加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所  
者ごとの摂食・礁下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画  
を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
であること。  

上 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、  

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により  
食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成している  
場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養  

士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管  
理を行った場合には、当該計画が作成された日から起算して180  
日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。  
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